
問い合わせは　野球のまち推進課（☎22－1297）へ

平
成
27
年
度
所
得
証
明
書
等

の
発
行
予
定
日

▼
所
得
証
明
書　

６
月
１
日
㈪
～

▼
所
得
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書

　

６
月
８
日
㈪
～

※
証
明
書
申
請
時
に
本
人
確
認
を

実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
公
的
証

明
書
（
免
許
証
、
保
険
証
等
）
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　
税
務
課
庶
務
係

（
☎
22

－

１
１
１
４
）
へ

「
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
」の

申
請
受
付
が
始
ま
り
ま
す

申
請
受
付
期
間　
６
月
１
日
㈪
～

９
月
１
日
㈫

申
請
先　
こ
ど
も
相
談
室
（
第
２

仮
庁
舎
２
階
）
ま
た
は
各
支
所
、

各
住
民
セ
ン
タ
ー

申
請
方
法　
申
請
書
を
郵
送
、
ま

た
は
こ
ど
も
相
談
室
、
各
支
所
、

各
住
民
セ
ン
タ
ー
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

対
象
の
方
に
は
申
請
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
が
、
申
請
受
付
期
間

中
、
窓
口
で
の
混
雑
が
予
想
さ
れ

る
た
め
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で

申
請
書
を
郵
送
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

【
留
意
事
項
】

　

原
則
と
し
て
、
申
請
期
間
外
の

申
請
や
平
成
27
年
５
月
31
日
時
点

で
阿
南
市
に
住
民
票
が
な
い
方
の

申
請
は
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

く
わ
し
く
は
、
広
報
あ
な
ん
５

月
号
の
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

公
務
員
の
児
童
手
当
受
給
者
の
皆

さ
ま
へ

　

こ
ど
も
相
談
室
が
申
請
先
と
な

り
ま
す
。
申
請
書
に
振
込
口
座
が

確
認
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
郵

送
ま
た
は
こ
ど
も
相
談
室
、
各
支

所
、
各
住
民
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
給
付
金
の
申
請
先
が
平
成
26
年

度
、
平
成
27
年
度
と
も
に
阿
南
市

の
方
で
、
受
取
口
座
を
平
成
26
年

度
と
同
一
の
口
座
に
指
定
す
る
場

合
は
、
振
込
口
座
が
確
認
で
き
る

書
類
は
省
略
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は　
こ
ど
も
相
談
室

（
☎
22

－

１
６
７
７
）
へ

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

等
を
装
っ
た
詐
欺
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
！

▼
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ

Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の

現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

▼
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん
。

▼
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、「
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

等
を
支
給
す
る
た
め
に
、
手
数

料
な
ど
の
振
込
を
求
め
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
現
地
点
で
、
市
や
厚
生
労
働
省

な
ど
が
市
民
の
皆
さ
ま
の
世
帯

構
成
や
銀
行
口
座
の
番
号
な
ど

の
個
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

※
ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
職
員

や
厚
生
労
働
省
職
員
な
ど
を
か

た
っ
た
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、

郵
便
が
届
い
た
ら
、
迷
わ
ず
市
や
、

最
寄
り
の
警
察
署
ま
た
は
警
察
相

談
専
用
電
話
（
＃
９
１
１
０
）
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

地
域
福
祉
計
画
策
定
委
員
会

「
公
募
委
員
」を
募
集
し
ま
す

　

本
市
で
は
、
今
年
度
「
阿
南
市

第
２
期
地
域
福
祉
計
画
」
を
策
定

す
る
予
定
で
す
。
こ
の
策
定
委
員

会
に
出
席
し
、
市
が
示
す
素
案
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
た
だ
く
公
募

委
員
（
２
人
程
度
）
を
次
の
と
お

り
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　
次
の
各
号
す
べ
て
に

該
当
す
る
方
で
す
。

①
市
内
在
住
の
20
歳
以
上
の
方

②
市
の
地
域
福
祉
に
関
心
あ
る
方

③
本
年
度
、
平
日
等
に
開
催
す
る

４
回
程
度
の
会
議
に
出
席
可
能
な
方

④
国
、
地
方
公
共
団
体
の
議
員
で

な
い
方

※
任
期
は
平
成
28
年
３
月
31
日
ま

で
の
予
定
で
す
。　

応
募
方
法　
所
定
の
応
募
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、「
阿

南
市
の
地
域
福
祉
に
つ
い
て
の
考

え
方
」（
１
０
０
０
字
程
度
の
作

文
）
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

応
募
期
間　
６
月
１
日
㈪
～
15
日
㈪

問
い
合
わ
せ
は　
福
祉
課
（
☎
22

－

１
５
９
２
）
へ

　
も
う
す
ぐ
60
歳
に
な
り

ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
ら
れ
る
資
格
期
間
を
満
た

し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
に
す

れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
た
め
に
は
、
20
歳
か
ら

60
歳
に
な
る
ま
で
公
的
年
金
に
加

入
し
て
、
原
則
と
し
て
最
低
25
年

間
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。（
免
除
・
納
付
猶
予
期

間
を
含
む
）

　

あ
な
た
の
よ
う
に
、
受
給
資
格

期
間
が
25
年
を
満
た
し
て
い
な
い

人
や
、
25
年
以
上
あ
る
が
満
額
と

な
る
40
年
に
満
た
ず
年
金
額
を
増

や
し
た
い
人
な
ど
が
、
60
歳
か
ら

65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
任
意
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
に
つ
い
て
は
、

70
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
年
金
の

受
給
資
格
期
間
を
満
た
す
ま
で
、

特
例
的
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
手
続
き
は
、
60
歳
に

到
達
し
た
日
以
降
、
任
意
加
入
の

申
出
書
と
口
座
振
替
の
申
出
書
の

両
方
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
は
　
保
険
年
金
課

（
☎
22

−

１
１
１
８
）
へ

ＱＡ 年
金
相
談
コ
ー
ナ
ー

○プライドジャパン甲子園2015徳島大会
　14日㈰、21日㈰、28日㈰
　場所　羽ノ浦グラウンド
○野球観光ツアー
　20日㈯　奥出雲マスターズ（島根県）
　　　　    京ケ峰岡田病院（愛知県）
　場所　ＪＡアグリあなんスタジアム

球場へ行こう！ ６月の日程

人
権
教
育・啓
発

第
２
回
阿
南
市

人
権
教
育
・
啓
発
市
民
講
座

日
時　
６
月
23
日
㈫　

午
後
２
時

～
３
時
30
分

場
所　
文
化
会
館
１
階　

視
聴
覚
室

内
容　
「
ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
と

の
交
流
に
学
ぶ 

～
無
知
か
ら
の

偏
見
・
差
別
～
」

講
師　
徳
島
県
ハ
ン
セ
ン
病
支
援

協
会　

会
長　

十
川
勝
幸
さ
ん

※
託
児
あ
り
（
要
申
込
み
：
６
月

15
日
㈪
ま
で
）

阿
南
市
人
権
教
育
・
啓
発

研
究
講
座
（
夏
期
）

受
講
生
募
集

　

講
座
を
集
中
的
に
開
催
す
る
こ

と
で
、
人
権
課
題
を
よ
り
専
門
的

に
学
び
見
識
を
深
め
ま
す
。

応
募
資
格　
市
内
在
住
・
在
勤
で

本
講
座
の
目
的
に
賛
同
し
、
で
き

る
限
り
連
続
で
参
加
で
き
る
方

日
時　

７
月
16
日
㈭
、
30
日
㈭　

午
後
２
時
～
４
時

場
所　
文
化
会
館
２
階　

研
修
室
２

内
容　
「
Ｄ
Ｖ
と
家
族
の
な
か
の

人
権

－

よ
り
良
い
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
向
け
て

－

」

講
師　
ウ
ィ
メ
ン
ズ
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

徳
島　

代
表
者　

河
野
和
代
さ
ん

定
員　
40
人

申
込
締
切
日　
７
月
３
日
㈮

※
お
車
で
お
越
し
の
方
は
、
乗
り

合
わ
せ
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

申
込
み・問
い
合
わ
せ
は　
人
権
・

男
女
参
画
課（
☎
22

－
３
０
９
４
）

へ

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

短
期
講
座「
浴
衣
着
付
け
」

受
講
者
募
集

　

夏
祭
り
、
お
盆
に
浴
衣
を
！

日
時　
６
月
24
日
㈬
、
７
月
１
日

㈬
、
８
日
㈬
、
15
日
㈬　

午
後
７

時
～
９
時

場
所　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

定
員　
20
人

対
象　
市
内
に
居
住
ま
た
は
職
場

を
有
す
る
35
歳
ま
で
の
勤
労
青
少

年
（
学
生
を
除
く
）

受
講
料　
無
料

※
当
ホ
ー
ム
未
登
録
者
は
、
入
会

費
１
０
０
０
円
が
必
要

講
師　
杉
野
寿
子
さ
ん

持
参
物　
浴
衣
、
半
幅
帯
、
肌
襦

袢
、
コ
ー
リ
ン
ベ
ル
ト
１
本
、
伊

達
締
め
、
腰
ひ
も
２
本
、
洗
濯
ば

さ
み
１
個
（
襟
止
め
用
）、
タ
オ

ル
２
～
３
本

申
込
締
切
日　
６
月
18
日
㈭

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は　
勤
労

青
少
年
ホ
ー
ム
（
☎
42

－

４
５
７

２
）
へ
（
受
付
時
間　

土
・
日
・

祝
日
を
除
く
午
後
１
時
～
８
時
）

市
議
会
傍
聴
の
ご
案
内

　

本
会
議
・
委
員
会
は
公
開
し
て

い
ま
す
。
車
い
す
で
の
傍
聴
も
可

能
で
す
。

場
所　
▼
本
会
議
：
新
庁
舎
３
階

▼
委
員
会
：
新
庁
舎
２
階

定
員　
▼
本
会
議
：
40
人
（
先
着

順)

▼
委
員
会
：
10
人
（
定
員
を

超
え
る
場
合
は
抽
選
）

※
受
付
で
住
所
、
氏
名
、
年
齢
を

記
入
し
て
傍
聴
席
に
お
入
り
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　

議
会
事
務
局

（
☎
22

－

３
３
９
９
）
へ

阿
南
市
身
体
障
害
者
連
合
会

定
期
総
会・体
育
大
会
開
催

日
時　
７
月
４
日
㈯　

午
前
10
時
～

場
所　
ス
ポ
ー
ツ
総
合
セ
ン
タ
ー

参
加
で
き
る
方　
▼
市
内
に
在
住

で
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方
▼
こ
の
大
会
に
賛
同
さ
れ

る
市
民
の
方

持
参
物　
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
と
連

合
会
費
１
０
０
０
円

申
込
締
切
日　
６
月
19
日
㈮

申
込
み・問
い
合
わ
せ
は　
社
会
福

祉
協
議
会（
☎
23

－

７
２
８
８
）へ

阿
南
警
察
署
だ
よ
り

悪
徳
商
法
に
注
意

　

現
在
、
悪
徳
商
法
の
被
害
が
多

発
し
て
い
ま
す
。
自
分
は
大
丈
夫

だ
と
考
え
て
い
る
方
も
巧
み
な
手

口
や
話
術
に
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
く
、
よ
り

一
層
の
注
意
が
必
要
で
す
。
一
人

で
即
決
せ
ず
、
家
族
や
知
り
合
い

に
相
談
し
、冷
静
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

　

お
か
し
い
、
不
審
だ
と
思
う
場

合
、
ま
た
は
被
害
に
遭
わ
れ
た
時

は
す
ぐ
警
察
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は　

阿
南
警
察
署

（
☎
22

－

０
１
１
０
）
へ

あぶない !こんなに事故が
交通
事故

件　数
死　者
負傷者

243件（836）
0人（    1）
29人（  99）

救急 件　数
搬送人員

296件（1,127）
277人（1,075）

火災 件　数
損害額

2件（  11）
4,415千円（4,540千円）

●阿南署管内平成27年４月分合計。カッコ内は１月からの累計。
　損害額は未確定分を含んでいません。

私たちの暮らしに欠かすことのできない水は限りあ
る貴重な資源です。水への理解を深め、暮らしに役
立て、節水を心掛けましょう。
こんなときは水道の届け出を
・新しく水道を使うとき　・引越しするとき
・長期間、使用しないとき
・使用者の名義が変わるとき
・そのほか変更があるとき
水道メーター・水道管の移設
家の建て替えや庭の工事等で水道メーターや水道管
を移動する場合は、市指定水道工事店を通じて申請
書を提出してください。
※費用は自己負担になります。
水道料金の納付は便利な口座振替のご利用を！
口座振替の手続きは市内の金融機関でできます。
問い合わせは
●水道の届け出および水道料金等に関すること
阿南市水道料金お客様センター
（業務課内☎22－0587）へ
●道路からの漏水、修繕工事、給水装置の新設と変
更工事および水道工事店に関すること
工務課（☎22－3295）へ

～スローガン～
「カラカラで　蛇口に飛び込む僕の口」

６月１日～７日は水道週間！

消費者啓発講演会
日時　６月19日㈮　14:20～15:20
場所　ひまわり会館２階　ふれあいホール
演題　「食育を通しての安全・安心」
講師　美波保健所　食生活改善推進協議会
　　　会長　石本知恵子さん
問い合わせは　市民生活課（☎22－1116）へ
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平成26年度
阿南市中山間地域等直接支払事業の実施状況

平成26年度中山間地域等直接支払交付金の交付状況を中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の
規定により公表します。

２　個別協定
　⑴　協定数　１協定　　⑵　対象面積　10a　　⑶　交付金額　21千円

※面積は１ａ未満切り捨て、交付金額は千円未満切り捨ててあります。

◇中山間地域等直接支払事業とは、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中
山間地域において、多面的機能の維持・増進を一層図るため、自律的かつ継続的な農業生産活動等の体
制整備に向けた前向きな取組等を推進することを条件に、農地の生産条件、耕作面積に応じた額を受け
取ることができる制度です。

問い合わせは　農林水産課（☎22－1598）へ

１　集落協定
　⑴　協定数　28協定　　⑵　対象面積　12,058a　　⑶　交付金額　21,333千円

集落名 対象面積
（a）

交付金額
（千円）

主な共同取組活動の内容
（農業生産活動、生産性・収益の向上、担い手の定着等に関すること）

田 畑

急傾斜 小区画・
不整形 緩傾斜 急傾斜 緩傾斜

金 石 167 19 148 168 水路・農道等の管理
水 井 279 141 138 365 水路・農道等の管理
細 野 469 299 158 12 652 水路・農道等の管理
成 松 329 329 692 水路・農道等の管理、サポート体制の維持
喜 来 659 659 1,385 水路・農道等の管理、サポート体制の維持、その他
中 喜 来 141 141 237 水路・農道等の管理、その他
元 信 1,382 1,283 62 37 2,788 水路・農道等の管理、サポート体制の維持
貞 信 777 777 1,305 水路・農道等の管理
大 根 上 239 239 402 水路・農道等の管理

海 老 川 1,213 1,158 18 23 14 2,479 水路・農道等の管理、農作業の共同化、農業生産条件の強化、
鳥獣害対策

秋 山 135 92 20 23 238 水路・農道等の管理、サポート体制の維持
清 貞 380 359 21 624 水路・農道等の管理
清貞・久田 243 243 511 水路・農道等の管理、サポート体制の維持
平 川 内 205 203 2 344 水路・農道等の管理
生 谷 214 214 359 水路・農道等の管理

船 頭 ヶ 谷 1,170 1,170 1,966 水路・農道等の管理、農作業の共同化、鳥獣害対策、非対象
農家との連携

八 原 毛 540 540 1,135 水路・農道等の管理、協定農用地の拡大、農作業の共同化、
新規就農者の確保、サポート体制の維持

香 236 236 398 水路・農道等の管理、農作業の共同化
平松・高瀬 180 180 302 水路・農道等の管理
働 々 814 775 39 1,327 水路・農道等の管理、農作業の共同化
尻 杭 332 247 85 471 水路・農道等の管理
横 尾 谷 148 148 310 水路・農道等の管理、サポート体制の維持
長 谷 川 180 180 303 水路・農道等の管理
長 谷 川 東 111 111 187 水路・農道等の管理
辺 川 648 545 103 1,011 水路・農道等の管理、鳥獣害対策、水源地の保全
貝 谷 355 346 9 590 水路・農道等の管理
赤 崎 194 74 120 236 水路・農道等の管理
壱 升 ヶ 森 284 219 65 513 水路・農道等の管理、サポート体制の維持

後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や重
症化の予防のため、健康診査を実施します。
健康診査の対象となる方には「健康診査受診券」を送付しますので、ぜひ受診しましょう。
健診項目　身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査　　　受診費用　無料

平成27年度後期高齢者医療制度の健康診査について

対　　象　　者 健康診査申込書の
送付時期（予定） 健康診査受診券の送付時期 受診期間

入院・施設等へ入所をされていない方または
生活習慣病と診断されていない方 　　　　 ８月（予定）

受診券を受け
取ってから、
平成27年12月
31日まで

上記以外の方で、平成27年４月以降に血液
検査や尿検査をされていない方

受診を希望される方は、８月以降に保険年金課窓口に
備え付ける健康診査申込書によりお申し込みください。
締切は、11月末頃を予定しています。

平成27年１月
１日～９月30
日までの間に
後期高齢者医
療制度に加入
された方

１月１日～３月31日に加入 ５月 加入時期に応じ、健康診査申込書
を送付します。
入院をされていない方または生活
習慣病と診断されていない方で受
診を希望される方は、広域連合事
務局までお申し込みください。受
診券を後日送付します。

４月１日～５月31日に加入 ６月

６月１日～７月31日に加入 ８月

８月１日～８月31日に加入 ９月

９月１日～９月30日に加入 10月

10月以降に後期高齢者医療制度に加入される方は健康診査の対象外となります。
後期高齢者医療制度に加入するまでに、現在加入されている健康保険で健康診査を受診してください。
入院をされていた方または生活習慣病と診断された方はすでに健康状態を把握され、医師の指導を受けていると考え
られることから、健康診査の対象者から除いています。
生活習慣病とは、生活習慣が発症原因に深く関わっていると考えられる病気で、糖尿病、高血圧性疾患、脂質異常症、
虚血性心疾患、その他心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化、その他脳血管疾患、動脈硬化があり
ます。
問い合わせは　徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課（☎088－677－3666）
　　　　　　　または保険年金課（☎22－8064）へ

■展示コーナー　10:00～20:00
※初日と最終日は催しによって終了時間が異なります。
○パッチワークキルト展　７日㈰まで
○第８回みちよ花だより教室作品展
　９日㈫～21日㈰
○樹脂粘土で作った小さな花
　23日㈫～７月４日㈯
■体験コーナー
○米袋エコバッグを作りましょう　
　７日㈰　13:30～15:00
【申込締切日】５日㈮
【参加費】無料　【定員】15人
【持参物】はさみ、千枚通し（目打ち等）、米袋
○樹脂粘土であななんのピックを作りましょう　
　27日㈯　13:00～15:00
【申込締切日】25日㈭
【参加費】500円　【定員】20人

阿波踊り活竹人形作り、星形あんどん作り常時開催中!
問い合わせは　阿南光のまちステーションプラザ

（☎24－3141）へ

光 ６月の催しのまちステーションプラザ

●教育長報告
　①いじめの防止・体罰の禁止
　②学力向上
　③人権教育の推進
　④防災教育
●阿南市教育功労者の選出および表彰式について
　（総務課）
●阿南市社会教育指導員の委嘱について（生涯学習課）
●子ども体験活動支援センターコーディネーターの委嘱
について（生涯学習課）
●阿南市立公民館分館長の委嘱について（生涯学習課）
●阿南市教育集会所長の委嘱について（人権教育課）

※定例会の日時は、市のホームページでお知らせしてい
ます。くわしくはお問い合わせください。

問い合わせは　教育委員会総務課（☎22－3299）へ

４月定例会（４月21日開催）で、次の
内容について審議し、承認されました。

教育委員会定例会だより
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